
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
中
期
に
お
け
る
金
銀
通
貨
に
つ
い
て

佐
　
藤

圭
四
郎

アッバース朝中期における金銀通貨について（佐藤）

〔
要
約
】
　
貨
幣
価
値
の
変
動
は
、
財
政
紋
支
、
軍
隊
・
宮
員
の
月
俸
、
穀
物
価
格
な
ど
、
広
義
の
物
価
問
題
に
多
大
の
影
響
力
を
も
つ
。
ア
ッ
バ
ー
ス
朝

中
期
（
十
世
紀
）
に
お
け
る
金
銀
比
価
は
、
欧
米
古
銭
学
・
歴
史
学
の
研
究
成
渠
に
よ
っ
て
も
、
継
部
に
つ
い
て
依
然
不
明
確
な
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
。

高
い
史
料
的
価
値
を
も
つ
同
時
代
史
料
、
　
『
コ
ム
年
代
記
』
に
み
え
る
具
体
的
記
述
に
基
づ
ぎ
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
そ
の
他
に
み
え
る
史
料
を
検
討
す

る
と
、
次
の
如
き
金
銀
比
価
の
存
在
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
標
準
重
量
を
も
つ
金
銀
の
地
金
比
価
は
、
H
急
鵠
鍵
1
1
一
。
。
識
黛
旨
ρ
諺
で
あ
る
。

第
二
に
、
標
準
重
量
・
金
位
を
具
備
し
た
金
銀
貨
幣
の
比
価
は
、
日
α
冒
習
1
1
覇
象
夢
騨
臼
で
あ
る
。
第
三
に
、
標
準
重
量
・
金
位
を
も
つ
純
金
地
金
と

制
式
銀
貨
と
の
比
価
は
、
旧
位
冒
選
一
嶺
偏
詳
山
背
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
常
の
取
引
決
済
に
は
、
制
式
・
偽
造
の
金
銀
貨
幣
と
と
も
に
、
粒
銀
・
砕
銀

・
銀
鋳
込
地
金
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
六
二
巻
三
号
　
一
九
七
九
年
五
月

　
十
世
紀
の
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
（
卜
。
霧
－
ω
①
O
国
・
＼
8
刈
占
。
。
O
）
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
治
下
の
東
カ
リ
フ
帝
国
に
あ
っ
て
は
、
政
治
面
に
お
い
て
、

君
主
権
が
次
第
に
衰
退
す
る
趨
勢
が
み
ら
れ
た
が
、
経
済
面
に
お
い
て
は
、
以
後
の
西
ア
ジ
ア
社
会
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
も
つ
重
要
施
策
が

相
継
い
で
実
施
さ
れ
て
い
る
・
前
半
に
お
い
て
は
・
ア
リ
ー
●
イ
ブ
ン
．
イ
↓
に
よ
る
財
政
収
支
の
均
衡
を
暴
す
予
算
制
の
導
入
が
覧
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

後
半
に
お
い
て
は
、
の
ち
に
ブ
ワ
イ
フ
朝
が
実
施
す
る
軍
事
的
イ
ク
タ
ー
制
に
連
な
る
先
駆
的
な
土
地
所
膚
制
度
の
成
立
が
み
ら
れ
た
。
国
家

財
政
に
深
い
関
連
を
も
つ
こ
の
二
つ
の
施
策
は
、
ま
た
穀
物
価
格
と
不
可
離
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
は
貨
幣
価
値
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
。
蓋

し
、
政
府
に
お
け
る
収
支
決
算
は
、
金
銀
を
箕
定
基
準
と
す
る
た
め
、
州
県
に
て
現
物
微
収
さ
れ
た
穀
物
は
、
市
価
の
平
均
価
格
に
よ
っ
て
先
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づ
金
に
換
算
さ
れ
、
次
い
で
金
銀
の
公
定
比
価
に
よ
っ
て
銀
に
換
算
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
軍
隊
の
給
与
は
、
金
価
で
表
示
さ
れ
た
支

給
額
を
銀
に
換
算
し
、
銀
貨
に
て
支
給
さ
れ
た
（
現
物
支
給
の
場
合
に
お
け
る
銀
価
へ
の
換
箕
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
述
に
同
じ
。
）
。
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
中

期
に
お
け
る
東
カ
リ
フ
帝
国
治
下
の
社
会
経
済
を
考
察
す
る
と
き
、
価
値
基
準
と
し
て
の
金
銀
通
貨
に
関
す
る
基
礎
概
究
が
必
須
の
前
提
と
し

て
要
請
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　
①
　
｝
〈
o
コ
園
『
o
導
。
お
．
、
¢
①
σ
賃
q
餌
。
。
国
ぎ
鵠
p
げ
籍
。
σ
賃
α
σ
Q
Φ
膠
嚢
ω
》
げ
び
霧
箆
①
早
　
　
　
　
②
　
O
■
O
ρ
冨
P
．
．
い
”
曾
〇
一
9
一
〇
爵
9
一
．
β
富
．
“
鎧
回
×
窪
×
H
H
H
。
6
δ
o
一
㊦
、
、
噂

　
　
男
鉱
。
げ
。
ω
く
。
口
｝
餌
げ
話
Q
。
①
O
瓢
．
＼
O
同
o
Q
I
り
H
璽
、
．
U
①
冨
閃
ω
o
び
ユ
津
。
ロ
α
①
H
囚
鉱
ω
¢
7
　
　
　
　
　
諺
p
口
毘
。
。
。
”
Q
。
。
レ
ロ
昌
⑩
ρ
累
。
．
押
｝
9
口
㌔
蜜
㊤
鵠
匂
お
α
Q
Q
噛
℃
や
b
o
G
。
凸
b
o
…
拙
稿
「
ア

　
　
一
討
げ
①
ロ
跨
に
㊤
α
。
旨
δ
α
霞
≦
δ
ω
窪
。
。
。
げ
鉱
野
羊
芝
一
事
・
H
。
。
。
。
『
恥
森
本
公
誠
「
ア
　
　
　
　
　
ッ
バ
ー
ス
刺
中
期
の
土
地
所
有
形
態
ー
ク
ム
年
代
記
を
中
心
と
し
て
」
（
『
文
化
』

　
　
ッ
バ
ー
ス
朝
の
国
家
財
政
」
（
『
初
期
イ
ス
ラ
ム
時
代
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
の
研
究
』
　
　
　
　
　
二
九
巻
三
号
、
昭
和
四
十
年
）
。

　
　
岩
波
轡
店
、
昭
和
五
十
年
。
所
収
）
。

　
　
　
　
　
’
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二

　
金
銀
複
本
位
制
が
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
た
当
時
の
東
カ
リ
フ
帝
国
に
あ
っ
て
、
価
値
基
準
と
し
て
決
済
に
使
用
さ
れ
た
も
の
は
、
法
定

通
貨
で
あ
る
「
デ
ィ
ナ
ー
ル
金
貨
」
（
一
㊤
一
⇔
　
α
プ
9
げ
ρ
ぴ
一
口
　
鳥
刷
出
騨
巴
）
・
「
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
」
（
≦
段
ρ
ρ
麓
審
察
．
臼
誉
印
臼
）
お
よ
び
各
種
の
秤
量
貨
幣

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
金
銀
貨
幣
の
比
価
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
こ
の
当
時
の
中
央
国
庫
に
お
け
る
金
銀
通
貨
の
公
定
比
価
は
、
届
”
ド
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
の
こ
と
を
示
す
明
証
と
し
て
は
、
先
づ
、
ク
ダ
ー
マ
の
『
租
税
の
書
』
に
み
え
る
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
州
で
徴
収
す
る
穀
物
の
価

格
を
算
定
す
る
価
値
基
準
は
、
小
麦
・
大
麦
各
一
ク
ッ
ル
答
羅
、
合
計
ニ
ク
ッ
ル
を
六
〇
デ
ィ
ナ
ー
ル
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
算

定
さ
れ
た
金
貨
（
．
鉱
ゑ
ρ
乙
冨
冨
げ
〕
）
に
よ
る
表
示
価
格
を
、
財
α
貯
餅
村
目
覇
鼠
捗
㊤
露
と
い
う
換
算
率
に
よ
っ
て
、
銀
貨
（
芝
貧
斜
ρ
〔
鋒
凸
a
暮
〕
）

に
よ
る
表
示
価
格
に
換
算
す
る
、
と
み
え
る
（
ρ
乱
‘
℃
．
b
。
。
。
ρ
墨
田
O
占
。
。
6
）
。
回
暦
三
一
六
年
（
8
。
。
）
の
直
後
に
お
け
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
載

に
よ
る
と
、
金
銀
貨
幣
の
比
価
は
、
H
魯
φ
鍵
1
1
嵩
蝕
誉
9
日
で
あ
る
。
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②

　
次
に
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
『
国
民
の
試
練
の
書
』
に
若
干
の
事
例
が
み
え
る
。

　
そ
の
第
一
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
圓
暦
三
〇
七
年
（
露
⑩
お
O
）
の
条
に
、
サ
ワ
…
ド
、
ア
フ
ワ
ー
ズ
の
諸
県
（
奉
毛
騨
蔦
）
及
び
イ
ス
バ
ハ
ー
ソ

か
ら
徴
収
さ
れ
る
恒
常
徴
税
額
四
八
一
〇
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
の
ほ
か
に
、
臨
時
微
税
額
五
八
○
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
が
追
加
さ
れ
た
が
、
後
者
は
四
〇

万
デ
ィ
ナ
ー
ル
に
相
当
す
る
価
値
を
も
っ
て
い
た
と
附
記
さ
れ
て
い
る
（
匿
ω
貫
H
”
や
刈
ρ
N
．
お
一
や
刈
掛
距
メ
）
。
こ
の
記
載
に
よ
る
と
、
金
銀

貨
幣
の
比
価
は
、
H
α
讐
響
1
1
辰
鋤
象
旨
曽
ヨ
と
な
る
。

　
次
に
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
に
み
え
る
第
二
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
園
暦
三
二
〇
年
（
㊤
器
）
の
条
に
、
カ
リ
フ
、
ム
ク
タ
デ
ィ
ル
帥
甲
冨
窄

馨
義
解
（
在
位
卜
。
8
一
。
。
b
。
O
国
●
＼
⑩
ミ
ー
O
認
）
が
死
ん
だ
の
ち
、
か
れ
の
治
世
に
お
け
る
徴
税
総
額
と
支
出
総
額
を
集
計
し
た
額
数
が
記
載
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
税
収
総
額
四
三
デ
ィ
ル
ハ
ム
が
、
二
千
八
百
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
に
相
当
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
置
α
9
u
押
噂
．
卜
。
ω
P
爽
甲
①
巳
）
。

こ
の
記
載
に
よ
る
と
、
金
銀
貨
幣
の
比
価
は
、
H
臼
昌
胃
1
1
瞑
』
◎
。
α
騨
吐
口
露
弱
と
な
る
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
に
み
え
る
叙
上
の
二
例
は
、
い
つ
れ
も
中
央
国
庫
に
お
け
る
金
銀
公
定
通
貨
に
つ
い
て
の
交
換
比
率
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
日
α
貯
鍵
に
つ
き
嵐
b
α
貯
げ
9
・
白
又
は
嵐
b
Q
。
象
昏
㊤
旨
弱
と
い
う
小
数
点
以
下
の
端
数
が
生
じ
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ

る
も
の
か
。
蓋
し
、
金
銀
の
地
金
価
値
の
比
価
に
あ
っ
て
は
、
も
と
よ
り
端
数
が
生
ず
る
が
（
後
述
）
、
政
府
発
行
の
金
銀
法
定
通
貨
に
あ
っ
て

は
、
金
銀
地
金
の
重
量
・
純
分
（
金
位
）
を
調
整
し
て
、
両
者
の
交
換
比
率
が
整
数
に
な
る
よ
う
に
当
初
よ
り
配
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。　

叙
上
の
二
例
に
お
け
る
金
銀
貨
交
換
比
率
の
算
定
に
お
い
て
端
数
が
生
じ
た
理
由
は
、
徴
税
額
の
端
数
が
切
捨
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因

す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
前
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
恒
常
徴
税
額
四
八
一
〇
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
、
臨
時
徴
税
額
五
八
○
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
あ
っ
て
、
明
か
に
一
〇
万
デ
ィ

ル
ハ
ム
以
下
が
端
数
と
し
て
切
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
い
ま
若
し
臨
時
徴
税
額
が
五
八
八
重
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、

同
α
言
弩
打
届
島
誉
9
ヨ
の
比
価
に
よ
っ
て
、
そ
の
金
貨
へ
の
換
算
値
は
、
三
九
万
二
千
デ
ィ
ナ
ー
ル
と
な
る
。
し
か
る
に
、
デ
ィ
ル
ハ
ム
に

93　（421）



よ
る
表
示
面
が
一
〇
万
単
位
（
五
八
○
万
）
で
あ
る
た
め
、
そ
の
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
に
よ
る
換
箕
値
も
一
〇
万
単
位
（
四
〇
万
）
で
表
記
す
る
の
が
、
対

比
の
と
き
一
目
瞭
然
で
あ
っ
て
、
概
数
を
把
握
す
る
の
に
便
宜
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
概
算
に
て
、
臨
時
徴
税
額
を
五
八
○
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
、

そ
の
金
貨
へ
の
換
算
額
を
四
〇
万
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
と
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
解
釈
も
、
不
特
定
の
数
値
を
導
入
し
た
偶
然
性
を
暫
く
措
け

ば
、
成
立
す
る
。

　
ま
た
後
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
ム
ク
タ
デ
ィ
ル
の
治
世
二
六
年
間
に
お
け
る
税
収
総
額
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
四
億
デ
ィ
ル
ハ
ム
と
い
う

数
値
は
、
明
か
に
端
数
を
切
捨
て
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
四
坐
二
千
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
と
す
れ
ば
、
金
貨
へ
の
換
箕
額
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
二
千
八
百
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
の
比
価
は
、
H
q
…
H
と
な
る
。

　
以
上
の
想
定
に
し
て
幸
い
誤
り
な
し
と
す
れ
ば
、
こ
の
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
に
み
え
る
二
つ
の
事
例
は
、
中
央
国
庫
に
お
け
る
金
銀
公
定
通

貨
の
換
算
比
率
が
、
H
臼
旨
胃
匪
頴
a
昏
9
露
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
ク
ダ
ー
マ
の
書
に
み
え
る
記
述
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
、
史
料
価

値
を
も
つ
。

　
次
に
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
に
み
え
る
第
三
例
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
回
暦
一
三
五
年
（
Φ
邸
。
①
鳶
）
の
条
に
、
前
執
政
ア
ル
・
ハ
ー
カ
ー
ニ
ー

9う

注
曹
ｰ
9
1
ρ
9
1
怠
の
も
と
に
あ
っ
て
権
勢
を
振
っ
た
バ
ル
ー
ン
・
ビ
ン
・
ガ
リ
ー
ブ
団
ρ
昌
昌
す
O
冨
鳳
び
に
対
す
る
容
疑
事
実
の
追
求
が
な
さ

れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
第
二
の
容
疑
と
し
て
、
軍
隊
に
対
す
る
給
与
支
払
い
に
関
し
て
不
正
が
行
わ
れ
た
と
追
求
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
バ
ル
ー
ン
は
財
務
吏
（
智
覚
餌
魯
）
出
身
の
書
記
（
犀
蓼
皆
）
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ル
ザ
…
ド
H
び
口
ω
欝
旨
倒
住
に
そ
の
責
任
を
転
嫁
し
よ
う
と
意

図
し
た
。
バ
ル
ー
ン
磨
下
の
騎
兵
に
支
給
す
る
給
与
を
算
定
す
る
と
き
、
そ
の
四
分
の
一
に
つ
い
て
、
シ
…
ル
ザ
ー
ド
が
不
正
を
行
っ
た
と
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
騎
兵
の
給
与
額
を
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
の
価
額
に
換
算
す
る
と
き
、

歩
兵
の
給
与
算
定
に
準
じ
、
固
黛
口
回
1
1
嵩
象
浮
p
葭
と
い
う
公
定
換
算
率
に
依
拠
し
て
換
賛
せ
ず
、
H
9
口
習
1
1
δ
象
掛
生
日
と
い
う
比
率

に
よ
っ
て
算
定
し
、
そ
の
差
額
を
着
服
し
た
の
で
あ
る
と
論
じ
、
従
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
シ
ー
ル
ザ
ー
ド
が
バ
ル
ー
ン
の
書
記
で
あ
っ
た
期
間
に

斯
く
し
て
不
正
に
中
間
取
得
し
た
金
額
の
総
計
二
万
デ
ィ
ナ
ー
ル
を
追
賠
に
よ
っ
て
返
済
さ
せ
る
べ
し
、
と
陳
述
し
た
。
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そ
こ
で
、
兵
土
た
ち
の
給
与
受
領
書
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
イ
ブ
ソ
・
シ
ー
ル
ザ
イ
ド
は
、
同
α
冒
9
1
冠
1
1
H
q
巳
跨
卿
日
の
換
算
率
に
て
算
定

し
た
価
額
通
り
に
支
給
し
て
お
っ
て
、
H
仙
冒
習
H
δ
α
貯
挙
上
と
い
う
比
率
で
換
算
し
、
差
額
を
中
間
取
得
し
て
い
た
事
実
は
な
い
こ
と
が

明
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
逆
に
、
払
出
帳
簿
を
操
作
し
て
、
換
算
に
よ
る
差
額
（
支
払
飾
約
額
）
を
余
剰
利
得
し
て
い
た
の
は
、
　
ハ
ル
ー
ソ
・

ビ
ソ
・
ガ
リ
ー
ブ
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
イ
ブ
ソ
・
シ
ー
ル
ザ
ー
ド
の
書
記
に
よ
っ
て
告
発
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
匿
。
。
F
ど
や
δ
食
N
．
旨
一
や

冨
棚
田
目
し
。
こ
⑳
よ
う
に
換
算
率
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
差
額
を
中
間
取
得
す
る
こ
と
を
、
原
文
で
は
．
、
騰
9
）
包
巴
壱
餌
誌
、
、
（
両
替
の
収
益
）

と
記
し
て
い
る
（
慧
伽
‘
や
冨
9
℃
や
◎
。
あ
し
。

　
こ
の
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
記
述
に
よ
る
と
、
軍
隊
の
給
料
な
ど
の
公
費
に
充
当
す
る
た
め
、
中
央
国
庫
か
ら
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
を
支
出
す
る
と

き
、
そ
の
金
銀
貨
幣
交
換
比
率
は
温
々
昌
習
拝
観
生
乾
9
露
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
公
定
の
交
換
比
率
に
基
か
ず
、
比
率
を
操
作
し
て
生
ず
る

差
額
を
利
収
す
る
事
例
が
存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
民
間
市
場
に
お
け
る
金
銀
貨
幣
の
比
価
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
に
二
つ
の
事
例
が
み
え
る
。

　
先
づ
、
回
暦
三
二
一
年
（
⑩
・
。
。
。
）
の
条
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
の
要
衝
ラ
イ
菊
ρ
遷
の
支
配
者
ア
リ
ー
・
ビ
ソ
・
ブ
ワ
イ
フ

5
財
げ
．
切
二
≦
p
騨
が
、
自
己
所
有
の
美
麗
な
牝
骨
弁
を
売
却
し
、
そ
の
売
却
金
を
貸
し
付
け
て
利
殖
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
そ
の
価
格
は
三

〇
〇
〇
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
価
値
（
ゆ
ぎ
暮
）
は
二
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
あ
っ
た
、
と
み
え
る
（
客
甦
♂
押
や
刈
。
。
”
翠
b
。
蚤
）
。
こ
の

記
載
に
よ
る
と
、
糾
臼
⇔
鍵
聾
観
α
跨
冨
津
と
い
う
比
価
に
て
算
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
次
に
、
園
暦
三
三
二
年
（
⑩
お
＼
蒔
）
の
条
に
次
の
記
載
が
あ
る
。
ブ
ワ
イ
フ
朝
の
ム
イ
ッ
ズ
・
ウ
ッ
ダ
ウ
ラ
累
侮
．
樹
N
勘
－
U
9
巳
p
げ
が
、
ワ
ー
シ

ッ
ト
の
支
配
者
ア
ブ
ル
・
フ
サ
イ
ソ
か
ら
宝
石
を
強
制
的
に
買
上
げ
た
。
バ
ス
ラ
の
商
人
た
ち
が
、
そ
の
価
格
を
評
定
し
た
。
そ
し
て
、
四
五

〇
〇
〇
デ
ィ
ル
ハ
ム
の
価
値
（
ρ
剛
日
暮
）
を
も
つ
三
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
が
支
払
わ
れ
た
、
と
み
え
る
（
帥
慧
野
H
押
や
㎝
ω
急
・
這
1
や
㎝
膳
気
．
ト
っ
巳
）
。

こ
の
事
例
に
あ
っ
て
も
、
H
臼
昌
鍵
1
1
鳶
尾
9
色
汗
と
い
う
比
価
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
バ
グ
ダ
…
ド
、
　
ワ
！
シ
ッ
ト
、
バ
ス
ラ
に
共

通
す
る
金
銀
貨
幣
の
市
場
比
価
を
示
す
も
の
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。
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叙
上
の
二
例
に
よ
り
、
民
聞
市
場
に
お
い
て
も
、
H
臼
昌
9
1
対
聴
自
象
島
㊤
導
と
い
う
公
定
の
金
銀
貨
幣
交
換
比
率
が
一
応
遵
用
さ
れ
て
い
た

も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
著
作
『
国
民
の
試
練
の
書
』
（
ア
ビ
ー
・
シ
ュ
ジ
ャ
ー
b
ぴ
圃
ω
冨
U
9
1
．
の
続
編
を
除
く
。
バ
グ
ダ
ー
ド
版
ア
ラ
ビ
ア
語
原
本
、
四
一

四
頁
）
中
に
み
え
る
金
銀
貨
幣
交
換
比
率
を
窺
知
せ
し
め
る
事
例
は
、
私
見
の
及
ぶ
限
り
に
お
い
て
は
、
叙
上
の
五
例
に
留
ま
る
。

　
①
　
》
呂
巴
動
画
二
ρ
β
詠
悉
曇
び
。
一
ゆ
．
h
錠
．
難
鼠
げ
帥
7
囚
雷
同
9
1
旨
巴
■
傷
¢
O
♀
　
　
　
　
②
　
街
9
、
と
矧
霞
目
罎
巴
ぴ
’
蜜
ロ
骨
騨
巨
旨
毬
（
鑑
一
ω
巨
匠
譲
㊤
矯
げ
）
噂
摂
邸
ぴ
磁
a
卿
円
ぴ

　
　
£
ρ
国
ρ
〉
‘
＜
o
ピ
く
押
い
。
誌
①
戸
H
◎
。
Q
。
O
¶
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
p
削
d
ヨ
餌
β
巴
9
出
■
閃
》
白
①
紆
o
N
嚇
し
ご
騨
σ
q
げ
山
回
層
お
。
。
b
。
団
■
＼
お
鼠
■
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蕊

　
前
節
に
お
い
て
叙
述
し
た
如
く
、
当
時
の
中
央
国
庫
お
よ
び
民
間
市
場
に
お
い
て
は
、
固
着
滋
目
1
1
嶺
融
夢
9
D
日
と
い
う
公
定
の
金
銀
貨
幣

交
換
比
率
が
一
応
遵
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
そ
れ
は
規
格
に
準
拠
し
た
金
位
（
純
分
）
と
重
量
を
も
っ
た
標
準
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
と
標
準
デ
ィ

ー
ナ
ー
ル
金
貨
と
の
あ
い
だ
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
常
に
必
ず
し
も
斯
か
る
制
式
通
貨
の
み
が
流
通
し
て
い
た
の
で

は
な
い
。
各
種
の
低
品
位
の
金
銀
貨
、
特
に
、
疑
質
さ
れ
た
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
が
民
間
市
場
に
流
通
し
て
い
た
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
三
一
五
年
（
㊤
b
。
ミ
。
。
）
の
条
に
次
の
記
載
が
み
え
る
。
歩
兵
・
奴
僕
の
給
料
そ
の
他
と
し
て
支
給
す
る
よ
う
に
、

ム
ハ
ソ
マ
ド
・
ビ
ソ
・
ハ
ラ
フ
鋒
．
げ
．
囚
げ
巴
鉱
が
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ッ
・
サ
ー
ジ
H
σ
⇔
≧
呂
p
智
ω
＆
の
財
聴
官
（
犀
げ
蝉
N
貯
）
に
委
託
し
た
現
金

に
つ
い
て
、
そ
れ
の
半
分
は
「
詐
偽
の
」
（
σ
q
冨
5
、
即
ち
「
偽
造
の
」
（
び
心
猿
）
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
で
あ
っ
た
、
と
ア
ビ
ッ
・
サ
ー
ジ
は
書
っ

て
い
る
（
器
ω
犀
‘
H
も
●
ミ
ど
鐸
軒
①
●
）
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
財
団
官
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
委
託
さ
れ
た
十
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
に
は
、
新
鋳
の
も
の
千
五
百
デ
ィ
ル
ハ
ム
、
　
〔
重
量
・
金

位
〕
規
格
に
合
致
し
た
も
の
二
千
デ
ィ
ル
ハ
ム
、
　
「
詐
欺
の
」
（
σ
Q
冨
ε
・
「
悪
し
き
」
（
塗
臼
．
）
、
郎
ち
「
疑
価
さ
れ
た
」
も
の
四
万
二
千
デ
ィ

ル
ハ
ム
が
含
ま
れ
て
い
た
、
と
（
§
α
‘
℃
レ
芦
爽
㊤
μ
ρ
）
。
こ
の
記
載
に
よ
る
と
、
政
府
の
財
庫
官
が
受
領
し
た
公
金
の
半
数
近
く
が
、
低
品
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位
の
銀
貨
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ま
た
、
ア
ッ
ス
ー
リ
ー
の
『
放
恣
と
敬
慶
の
伝
聞
』
の
回
暦
三
二
四
年
（
8
①
）
の
条
に
、
次
の
記
載
が
み
え
る
。
市
価
が
騰
貴
し
、
軍
隊
の

騒
擾
が
起
っ
た
。
執
政
は
小
品
粉
の
市
価
に
制
限
を
加
え
た
が
実
効
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
兵
士
た
ち
が
純
良
な
銀
貨
に
不
純
な
デ
ィ
ル
ハ

ム
銀
貨
を
震
え
て
小
麦
粉
購
入
に
使
用
す
る
こ
と
を
、
人
々
（
穀
物
商
）
が
認
め
る
よ
う
呼
び
か
け
た
、
と
（
Q
。
o
戸
や
鐸
聖
。
。
占
㎝
．
）
。

　
穀
物
な
ど
生
活
必
需
品
の
市
場
価
格
は
、
価
値
基
準
で
あ
る
金
銀
貨
幣
の
市
場
価
格
、
即
ち
「
貨
幣
価
値
」
の
変
動
と
反
比
例
し
な
が
ら
上

下
す
る
。
純
分
・
重
量
が
低
減
し
、
貨
幣
価
値
が
下
落
す
る
と
、
物
価
騰
貴
を
招
致
し
、
社
会
不
安
を
惹
起
す
る
。
そ
こ
で
政
府
は
高
品
位
の

良
質
貨
幣
の
発
行
に
留
意
し
、
物
価
の
調
整
に
つ
と
め
て
い
る
。
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
三
三
〇
年
（
⑩
愈
＼
b
。
）
の
条
に
（
霞
ω
F
H
H
も
・
ω
封

鐸
ゲ
P
）
、
ナ
ー
シ
ル
・
ウ
ッ
ダ
ウ
ラ
二
才
貯
巴
－
U
中
本
ρ
げ
が
、
純
金
に
近
い
高
品
位
の
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
を
発
行
し
、
ヨ
嵩
巴
（
純
金
）
と

名
づ
け
た
、
と
み
え
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
レ
シ
ャ
ム
の
法
則
ど
お
り
、
こ
れ
ら
の
良
貨
は
両
替
商
そ
の
他
に
よ
っ
て
寡

占
・
退
蔵
さ
れ
て
流
通
界
か
ら
姿
を
消
し
、
財
質
さ
れ
た
低
品
位
の
金
銀
貨
が
多
く
流
通
し
た
こ
と
は
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
（
回
暦
三
一
五
年

の
条
。
前
出
）
に
み
ら
れ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
政
府
に
お
け
る
収
支
の
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
純
金
・
純
銀
を
価
値
基
準
と
す
る
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
三
一
一
年
（
8
q
。
＼
偽
）
の
条
に
み
え
る
ア
リ
ー
・
ビ
ソ
・
イ
ー
サ
の
言
葉
の
中
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。
回
暦
三

〇
六
年
に
、
ア
ル
・
フ
サ
イ
ソ
・
イ
ブ
ソ
・
ア
フ
マ
ド
に
、
エ
ジ
プ
ト
及
び
シ
リ
ア
に
お
け
る
地
租
地
・
私
領
地
の
徴
税
請
負
を
委
託
し
、
契

約
書
を
取
っ
た
が
、
そ
の
契
約
の
内
容
は
、
両
地
方
に
お
け
る
恒
常
支
出
費
お
よ
び
軍
隊
の
手
当
を
支
払
っ
た
の
ち
、
毎
年
「
純
金
」
百
万
デ

ィ
ー
ナ
ー
ル
を
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
国
庫
へ
納
入
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
（
屋
ω
r
H
も
』
O
圃
＼
魯
ω
鳥
●
）
。

　
次
に
、
同
じ
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
三
二
二
年
（
り
。
。
。
。
＼
蒔
）
の
条
に
、
カ
リ
フ
、
ア
ル
・
ム
ク
タ
デ
ィ
ル
が
ア
リ
ー
・
ビ
ソ
・
ブ
ワ
イ
フ

に
、
条
件
付
き
で
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
支
配
を
認
め
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
条
件
の
内
容
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
恒
常
・
臨
時
の
現
物

給
与
・
現
金
支
出
を
処
理
し
終
っ
た
の
ち
、
毎
年
「
純
銀
」
八
百
万
デ
ィ
ル
ハ
ム
を
、
バ
グ
ダ
ー
ド
の
国
庫
へ
納
入
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
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た
（
罫
ω
r
H
も
』
り
り
K
執
・
目
。
。
－
b
。
轡
）
。

　
次
に
、
同
書
の
團
暦
三
二
四
年
（
Φ
ω
α
＼
①
）
の
条
に
、
カ
リ
フ
、
ア
ッ
ラ
ー
デ
ィ
ー
螢
劉
口
菌
類
（
在
位
器
b
。
1
卜
。
㊤
瓢
’
＼
O
。
。
ω
一
縷
）
に
よ
っ
て
、
ア
フ

ワ
ー
ズ
》
げ
≦
似
N
の
徴
税
を
委
任
さ
れ
た
ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ダ
ッ
ラ
ー
と
そ
の
兄
弟
ア
ブ
ー
・
ユ
ー
ス
フ
が
、
回
暦
三
二
二
年
か
ら
三
二
五
年
シ

ャ
ア
バ
ー
ソ
月
ま
で
に
徴
収
し
た
徴
税
総
額
が
八
衙
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
支
出
総
額
は
、
　
「
純
金
」
四
百
万
デ
ィ
ー
ナ
ー

ル
以
下
で
あ
っ
た
、
と
み
え
て
い
る
（
蒙
島
‘
H
も
●
ω
お
N
●
お
一
や
．
。
。
㎝
ρ
N
』
．
）
。

　
「
純
金
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
」
（
象
鼠
H
犀
一
億
舞
）
・
「
純
銀
デ
ィ
ル
ハ
ム
」
（
象
筈
㊤
旨
ぽ
冨
畜
暮
）
と
は
、
同
O
O
S
の
金
位
（
ゼ
響
）
を
も
つ
「
純
粋

な
」
（
℃
蟹
・
）
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
又
は
デ
ィ
ル
ハ
ム
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
「
標
準
重
最
を
も
つ
」
（
冨
く
管
σ
q
白
け
乏
魚
σ
q
暮
）
金
・
銀
地
金
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。
金
（
N
鍵
）
に
あ
っ
て
は
、
十
成
（
P
O
O
S
）
の
金
位
を
も
つ
純
金
（
笹
甲
率
。
写
筆
墨
）
よ
り
成
る
と
と
も
に
、
正
味
標
準
重
量
H

月
詳
び
ゆ
鋤
1
1
卜
。
恥
載
鼠
“
（
同
ρ
副
暮
1
1
ω
富
喜
一
①
鼠
巳
ρ
）
を
も
つ
金
地
金
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
銀
（
ω
ぎ
）
に
あ
っ
て
は
、
純
銀
（
巳
臼
三
竿
Φ

ぽ
冨
蔚
）
よ
り
成
り
、
正
味
標
準
重
量
H
象
誉
9
日
1
1
騨
日
野
9
弩
を
も
つ
銀
地
金
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
上
掲
の
ア
ラ
ビ
ア
語
年
代
記
・
雑
史
類
に
は
特
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
斯
か
る
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
を
ペ
ル
シ
ア
語
に
訳
し
た

も
の
に
あ
っ
て
は
、
補
足
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
イ
ス
フ
ァ
ハ
…
ソ
に
隣
接
す
る
コ
ム
県
の
地
方
志
と
し
て
回
暦
三
七
八
年
（
㊤
。
。
。
。
＼
⑩
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
コ
ム
年
代
記
』
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

本
が
散
侠
し
、
回
暦
八
〇
五
…
六
年
（
に
8
一
蒔
）
に
成
っ
た
ペ
ル
シ
ア
諮
訳
本
の
み
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
書
の
著
者
が
回
暦
三
一
一
年
（
ゆ
隠

＼
α
）
に
團
賭
し
た
コ
ム
県
所
属
の
村
に
関
す
る
納
税
保
証
文
書
の
雛
型
書
式
に
、
そ
の
〔
純
〕
銀
（
き
ρ
養
〔
索
⑦
欝
豊
呂
）
に
よ
る
納
税
額
は
、

国
庫
に
お
け
る
試
金
（
爵
£
）
・
計
量
（
奏
慧
）
に
よ
っ
て
、
標
準
金
位
・
重
量
に
達
し
て
い
る
〔
純
金
〕
某
千
デ
ィ
…
ナ
…
ル
で
あ
る
、
と
い
う

記
載
が
み
え
る
（
B
ρ
℃
．
窃
メ
§
置
山
9
）
。

　
政
府
に
お
け
る
財
政
上
の
収
入
・
支
出
は
、
純
金
デ
ィ
…
ナ
ー
ル
・
純
銀
デ
ィ
ル
ハ
ム
を
価
値
基
準
と
し
て
為
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
と
き

は
、
微
税
に
従
事
す
る
州
県
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
換
箪
が
行
わ
れ
た
か
。
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ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
の
地
理
書
に
は
、
郡
（
鼠
甘
鴫
緯
）
ま
た
は
県
（
欝
欝
げ
）
の
徴
税
額
を
、
小
麦
（
蔦
p
冨
げ
）
・
大
麦
（
ω
訂
、
岡
山
）
・
銀
（
≦
鎚
p
ρ
）
の
三

項
目
に
分
っ
て
記
し
、
小
麦
・
大
麦
は
標
準
容
量
岡
蕃
昌
、
銀
は
標
準
重
量
巳
匿
ゆ
旨
を
単
位
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
若
干
の
郡

・
県
よ
り
成
る
州
の
徴
税
額
は
、
銀
の
標
準
価
格
を
以
て
表
わ
さ
れ
る
。
穀
物
を
銀
に
換
算
す
る
方
式
は
、
先
づ
、
小
麦
・
大
麦
を
「
市
価
の

平
均
」
（
㊤
≦
ω
ρ
汁
　
ρ
一
一
餌
o
o
、
餌
叫
）
に
よ
っ
て
、
金
貨
（
、
鼠
口
）
の
標
準
価
値
で
あ
る
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
に
価
格
算
定
す
る
。
次
に
、
こ
れ
を
H
臼
旨
鋒
麟

H
α
巳
昌
ρ
旨
と
い
う
交
換
比
率
に
よ
っ
て
、
銀
貨
（
宅
巽
ρ
ρ
）
の
標
準
価
値
で
あ
る
デ
ィ
ル
ハ
ム
に
換
算
す
る
の
で
あ
る
。

　
浮
く
の
ご
と
く
、
小
麦
・
大
菱
を
平
均
市
価
に
よ
っ
て
貨
幣
価
値
に
換
隠
し
、
既
定
税
額
の
納
入
を
義
務
づ
け
た
た
め
、
市
場
地
価
の
変
動

に
よ
っ
て
、
農
民
に
課
せ
ら
れ
る
現
物
賦
課
租
の
負
担
に
差
違
が
み
ら
れ
る
。

　
先
づ
、
穀
物
の
市
価
が
下
落
し
、
銀
の
価
格
が
相
対
的
に
騰
貴
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
三
二
八
年
（
⑩
G
。
り
＼
偽
O
）
の
条
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。
執
政
ア
ブ
ー
・
ジ
ャ
ア
フ
ァ
ル
・
イ
ブ
ソ
・
シ
ー
ル
ザ
ー

ド
は
、
農
民
を
苛
酷
に
取
扱
っ
た
。
そ
れ
は
土
地
測
蚤
（
諺
堅
田
げ
㊤
け
）
に
よ
っ
て
税
率
を
増
し
た
こ
と
、
銀
の
市
場
価
格
（
。
。
一
、
穏
）
を
引
上
げ
て
、
現

物
賦
課
租
を
実
質
的
に
増
税
し
た
こ
と
、
等
々
で
あ
っ
た
、
と
（
憲
。
・
F
囲
も
●
障
ρ
舞
ぱ
μ
9
）
。
銀
の
市
場
価
格
が
騰
貴
し
た
こ
と
（
．
E
口
≦

ρ
甲
ρ
。
。
げ
吋
）
に
よ
り
、
現
物
徴
収
し
た
穀
物
を
定
額
の
銀
に
替
え
て
国
庫
へ
送
る
た
め
に
は
、
微
収
す
る
穀
物
の
数
量
を
増
す
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
実
質
的
な
附
加
税
（
け
勲
貯
讐
臨
O
げ
）
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
同
じ
ミ
ス
カ
ワ
イ
γ
の
書
の
回
暦
三
五
九
年
（
㊤
①
⑩
＼
圃
O
）
の
条
に
次
の
記
載
が
み
え
る
。
大
総
督
（
騨
旨
ぐ
ρ
八
口
露
国
飼
．
）
パ
フ
テ
ィ
ヤ
ー

ル
切
戸
舜
馨
群
薄
の
下
に
執
政
職
に
つ
い
た
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ド
ゥ
ル
は
、
財
政
困
窮
の
た
め
、
　
ア
ブ
ー
・
ク
ッ
ラ
の
財
政
措
置
に
頼
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ド
ル
は
、
市
価
よ
り
も
高
い
価
格
で
、
ア
ブ
！
・
ク
ッ
ラ
か
ら
大
麦
を
買
い
つ
け
、
そ
の
過
剰
出

費
を
補
填
す
る
た
め
、
徴
税
講
負
し
た
穀
物
を
貨
幣
価
値
に
換
鋒
す
る
と
き
、
市
価
よ
り
も
低
い
価
格
で
鋒
定
し
、
そ
の
差
益
を
も
っ
て
欠
額

に
充
当
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
麦
H
ざ
霞
を
徴
収
す
べ
き
と
こ
ろ
が
、
　
。
。
ざ
崔
に
も
達
し
た
。
小
麦
そ
の
他
の
財
政
処
理
に
お
い
て
も
、

同
様
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
、
と
（
薫
α
‘
H
押
や
霧
ρ
N
㌍
謀
点
刈
噸
）
。
こ
れ
は
意
図
的
に
穀
物
の
市
価
を
引
下
げ
て
換
算
し
た
事
例
で
あ
る
。
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し
か
る
に
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
穀
物
の
市
場
価
格
が
、
政
府
算
定
の
「
市
価
の
平
均
」
よ
り
も
騰
貴
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
斯
か
る
と
き
、

蛮
野
に
比
し
て
転
得
的
に
そ
の
市
価
が
下
落
し
た
銀
価
に
換
算
し
、
現
物
賦
課
租
の
穀
物
数
量
を
削
減
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
蓋

し
、
騰
貴
し
た
市
場
価
格
に
て
小
麦
・
大
麦
を
売
却
し
入
手
さ
れ
た
過
剰
銀
は
、
多
く
徴
税
者
に
よ
っ
て
中
間
取
得
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
の
回
暦
ご
二
一
年
（
り
b
。
ω
＼
心
）
の
条
に
、
次
の
記
載
が
み
え
る
。

　
前
執
政
ハ
ー
ミ
ッ
ド
煩
画
唐
馬
び
・
鉱
－
、
諺
げ
び
習
に
係
わ
る
在
職
中
の
不
正
を
摘
発
す
る
公
判
が
、
現
執
政
イ
ブ
ソ
・
ア
ル
・
フ
ラ
ー
ト
H
び
⇔

9。

ｫ
切
妻
暮
の
主
導
下
に
行
わ
れ
た
。
　
ハ
ー
ミ
ッ
ド
が
徴
税
請
負
に
よ
っ
て
徴
収
し
た
穀
物
を
奴
僕
に
委
託
し
て
売
却
さ
せ
た
証
拠
文
書
が
発

見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
拠
る
と
、
ハ
…
ミ
ッ
ド
が
一
年
間
に
徴
収
し
た
穀
物
は
、
カ
リ
フ
の
厩
舎
に
あ
る
馬
匹
の
飼
料
と
し
て
首
都
に

送
ら
れ
た
大
麦
の
ほ
か
は
、
売
却
し
て
金
貨
に
換
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
金
額
は
五
十
四
万
デ
ィ
ナ
ー
ル
以
上
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
徴
税
請
負
額

の
二
倍
以
上
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
証
拠
文
書
に
よ
る
と
、
徴
税
請
負
の
第
二
年
目
は
、
穀
物
の
市
場
価
格
が
「
市
価
の
平
均
」
よ
り
も

「
低
減
せ
る
」
（
轟
ρ
芭
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
の
数
年
に
亙
る
市
場
価
格
は
、
　
い
つ
れ
も
「
市
価
の
平
均
」
よ
り
も
「
増
大
せ
る
」

（
器
饗
α
）
も
の
、
即
ち
騰
貴
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
み
え
て
い
る
（
罫
ω
ぎ
押
や
日
O
ρ
墨
。
。
占
ρ
）
。
徴
税
請
負
額
と
の
差
額
を
ハ
ー
ミ
ッ
ド
が

利
収
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
度
の
中
間
取
得
が
糾
弾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
　
》
げ
口
尉
既
窺
寓
篇
賀
帥
ヨ
き
ρ
傷
σ
’
く
p
同
，
曳
騨
鉱
山
占
断
》
巨
皆
帥
憎
巴
－
図
帥
象
ぞ
餌

　
巴
－
寓
簿
欝
野
並
貯
囚
＃
志
げ
巴
－
》
糞
話
炉
。
件
周
■
葭
。
ぢ
く
。
『
夢
U
外
山
掲
ρ
O
ρ
マ
ρ

　
さ
綬
国
．
＼
一
8
9

②
　
囚
淳
帥
9
①
8
p
、
嵩
昇
び
－
⑦
ρ
o
語
旨
讐
Φ
α
．
ρ
旨
円
Φ
げ
融
巳
層
目
。
げ
3
P
お
8
国
・

　
＼
お
ω
㎝
・

③
こ
の
書
の
原
本
は
回
暦
三
七
八
年
（
り
。
。
。
。
＼
㊤
）
に
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
た
が
、

　
回
暦
八
〇
五
－
六
年
（
μ
蒔
O
D
O
l
鼻
）
　
に
、
潤
拶
ω
9
舜
σ
・
、
浮
嵩
げ
・
綴
餌
ω
僻
郎
σ
・
．
》
げ
“

p
r
寓
巴
降
の
9
昌
ヨ
一
に
よ
り
ペ
ル
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
る
（
コ
ソ
ミ
ー
の
ペ
ル
シ

ア
語
序
文
℃
・
ω
瓦
．
嵩
）
。
ア
ラ
ビ
ア
語
原
本
は
馨
し
て
伝
わ
ら
ず
、
ペ
ル
シ
ア

語
訳
の
み
現
存
。
コ
ン
ミ
！
の
序
言
に
よ
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
語
原
本
は
二
十
章
五

十
節
よ
り
成
っ
て
い
た
、
と
あ
る
が
（
凶
び
一
口
■
”
℃
9
漕
層
馬
’
H
悼
）
、
早
島
の
写
本
は
、

い
ず
れ
も
最
初
．
の
五
章
の
み
。
尚
お
、
諺
ロ
昌
民
・
の
・
U
ρ
日
馨
9
ど
、
．
｝
障
＞
o
o
o
鎧
簿

O
｛
梓
げ
Φ
目
帥
二
搾
げ
一
の
嘔
ヨ
諺
”
、
讐
貝
q
o
．
ρ
｝
g
D
こ
く
。
ピ
×
H
点
心
曽
算
。
p
ω
9
ロ
ユ
介

］『

B
巳
。
p
お
み
。
。
冒
や
伊
。
。
◎
参
照
。
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四

　
行
政
区
分
で
あ
る
「
州
」
の
管
轄
下
に
あ
る
徴
税
区
分
で
あ
る
「
徴
税
区
」
（
．
帥
ヨ
巴
猿
ω
ω
ξ
算
即
．
ヨ
巴
冨
ω
膀
ご
）
（
置
ω
貫
H
“
や
ω
O
。
。
＼
周
●
霊

ム
切
・
）
に
お
け
る
農
民
か
ら
の
徴
税
は
、
い
か
な
る
手
続
き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
。
東
カ
リ
フ
帝
国
治
下
の
諸
州
に
お
い
て
、
そ
の
方
式
に
は

可
成
り
著
し
い
地
域
差
が
存
し
た
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
。
主
と
し
て
史
料
上
の
制
約
に
よ
り
、
こ
こ
で
は
暫
く
、
ジ
バ
ー
ル
州
廿
σ
鋤
に

属
す
る
コ
ム
ρ
○
ヨ
旨
県
の
事
例
を
一
定
型
と
し
て
掲
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
イ
ラ
ー
ソ
高
原
の
西
南
端
に
近
い
こ
の
コ
ム
地
方
に
お
い
て
は
、
　
所
謂
　
「
納
税
請
負
制
」
　
に
基
づ
き
、
　
銀
に
よ
っ
て
微
税
が
行
わ
れ
た
。

納
税
請
負
制
と
は
、
次
の
ご
と
き
内
容
を
も
つ
。
農
民
た
ち
が
自
ら
の
う
ち
か
ら
有
力
者
を
納
税
仲
介
人
（
急
信
ρ
α
）
に
選
び
、
政
府
の
徴
税
官

（、

艫
?
ε
と
納
税
額
に
つ
い
て
折
衝
さ
せ
る
。
納
税
仲
介
人
は
両
者
の
中
間
に
介
在
し
、
農
民
も
納
得
し
、
徴
税
官
も
了
承
す
る
納
税
額
を
取
り

極
め
る
。
納
税
仲
介
人
は
こ
の
税
額
の
徴
収
を
、
納
税
民
は
そ
の
額
の
完
納
を
、
義
務
づ
け
ら
れ
、
徴
税
官
と
の
間
に
請
負
契
約
す
る
も
の
で

　
①

あ
る
。

　
こ
の
徴
税
方
式
に
つ
き
『
コ
ム
年
代
記
』
の
記
す
と
こ
ろ
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。
十
世
紀
前
半
の
コ
ム
地
方
に
あ
っ
て
は
、
納
税

請
負
調
に
よ
っ
て
、
税
金
は
銀
で
賦
課
さ
れ
た
。
し
か
し
、
銀
地
金
・
銀
貨
の
い
つ
れ
に
つ
い
て
も
、
各
種
の
重
量
・
金
位
を
も
っ
た
も
の
が

流
通
し
て
い
て
、
そ
の
価
値
は
必
ず
し
も
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
納
税
者
が
負
担
す
る
税
額
を
明
確
に
す
る
た
め
、
欄
式
「
デ
ィ
ル
ハ

ム
銀
貨
」
で
定
め
ら
れ
て
い
る
税
額
を
、
一
定
の
換
算
率
に
よ
っ
て
、
　
「
純
金
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
」
に
換
算
す
る
。
然
る
の
ち
、
民
間
市
場
に
流

通
し
て
い
る
各
種
の
重
量
・
金
位
を
も
つ
「
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
」
に
、
そ
の
都
度
、
試
金
・
計
量
し
て
、
換
箪
す
る
、
と
い
う
複
雑
な
操
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
、
納
税
仲
介
人
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。

　
『
コ
ム
年
代
記
』
に
み
え
る
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
地
租
（
窪
ρ
亙
）
の
納
税
請
負
に
関
す
る
契
約
文
書
の
雛
型
書
式
に
、
次
の
一
句
が
記
さ

れ
て
い
る
。
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そ
の
金
額
は
、
〔
ノ
ク
ラ
銀
貨
〕
罵
α
①
静
ρ
ヨ
が
〔
純
金
〕
円
α
鐙
瓦
に
通
用
す
る
と
い
う
換
箕
に
よ
る
ノ
ク
ラ
銀
貨
（
ぎ
喰
接
）
某
μ
O
O
O
α
Φ
夢
9
曄
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
国
庫
の
試
金
・
計
量
に
よ
る
〔
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
〕
某
H
O
O
O
鳥
ぎ
9
、
H
と
な
る
。
（
！
、
即
羅
餌
σ
罷
σ
q
げ
ゐ
9
0
ρ
巳
9
げ
騨
N
鍵

α
Φ
旨
9
ヨ
霧
け
器
出
o
ρ
欝
げ
げ
①
ヨ
○
脇
毒
隔
魯
く
卑
ヨ
○
冨
ω
9
9
げ
即
囲
ぐ
雷
財
9
二
尉
諺
臼
鼠
や
桝
目
9
1
ご
8
出
附
設
8
0
碧
瓢
9
げ
欝
騨
吋
阜
ぎ
9
、
目
げ
鋤
。
・
げ
銭

び
。
占
9
8
ゐ
げ
鉱
け
鮎
白
鍛
養
〆
、
㊤
蕩
－
①
9
1
⇔
）
（
日
ρ
も
●
嵩
メ
§
置
占
㎝
■
）
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と
。
こ
れ
は
調
馬
「
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
」
に
よ
り
表
示
さ
れ
た
税
額
が
、
同
O
ぎ
鍵
目
目
刈
α
貯
げ
曽
8
と
い
う
換
算
率
に
よ
っ
て
、
　
「
純
金
デ
ィ

ー
ナ
ー
ル
」
に
換
算
さ
れ
、
次
に
こ
の
「
純
金
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
」
に
よ
る
価
額
が
、
試
金
・
計
量
さ
れ
た
「
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
貨
」
に
再
度
換

算
さ
れ
て
、
最
終
的
な
税
額
が
表
示
さ
れ
る
こ
と
を
雷
つ
た
も
の
で
あ
る
。

　
純
金
（
犠
似
虫
占
穿
農
工
N
鍵
－
①
黒
山
）
の
金
位
を
門
十
成
」
（
δ
O
雷
）
と
表
示
す
る
と
き
、
良
質
金
貨
の
金
位
は
「
八
・
五
成
」
（
。
。
㎝
さ
）
を
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
最
高
と
見
散
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
良
質
の
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
金
貨
の
金
位
を
「
八
・
五
成
」
と
仮
定
し
、
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
と
の
交

換
比
率
を
目
島
冒
9
1
目
驕
閤
象
昏
9
。
ヨ
と
す
る
と
、
　
「
十
成
」
の
純
金
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
と
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
と
の
交
換
比
率
は
、
同
鼻
口
縛
匪
峯

良
旨
帥
白
強
と
な
り
、
　
『
コ
ム
年
代
記
』
の
右
の
記
載
と
ほ
ぼ
正
確
に
符
合
す
る
。

　
然
る
と
き
は
、
こ
の
揚
合
に
お
け
る
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
の
金
位
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。
筆
者
の
狭
い
知
見
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
明
示
す

る
当
時
の
史
料
を
い
ま
だ
見
出
し
て
い
な
い
。
　
「
ノ
ク
ラ
銀
貨
」
（
⇒
o
ρ
轟
げ
）
と
い
う
語
は
、
そ
の
語
源
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
も
と
め
る
こ
と
が
困

難
な
よ
う
で
あ
る
。
ア
ラ
ビ
ア
語
の
動
詞
昌
9
ρ
9
欝
は
「
指
先
で
は
じ
く
」
（
8
惣
ξ
）
と
い
う
意
味
内
容
を
も
ち
、
当
心
す
る
づ
○
ρ
手
工
の

用
例
で
あ
る
「
鋳
込
銀
地
金
偏
（
ヨ
9
頓
着
巴
く
魯
ぎ
σ
q
簿
）
に
適
合
す
る
意
味
内
容
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
語
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

あ
っ
て
は
、
貨
幣
の
地
金
に
す
る
「
白
い
」
（
ω
①
臨
監
p
話
⇒
σ
q
）
・
「
打
ち
延
し
得
る
」
（
＄
録
ω
7
寒
露
）
銀
地
金
、
を
表
わ
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

サ
ー
サ
ー
ン
朝
時
代
に
忍
男
の
公
文
書
を
扱
っ
た
ア
ラ
ム
人
の
用
語
に
潮
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
銀
に
つ
い
て
言
う
場
舎
に
は
、
低
品
位
の

卑
金
属
が
爽
雑
し
て
い
な
い
、
白
い
外
観
を
も
っ
た
純
粋
な
銀
地
金
、
と
い
う
の
が
、
き
論
鑓
び
の
原
義
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
ノ
ク
ラ
銀
貨
」

は
、
純
銀
に
近
い
高
品
位
の
銀
貨
で
あ
る
こ
と
を
原
義
と
し
て
含
ん
で
い
る
。



アッパース朝中期における金銀通貨について（佐藤）

　
ヘ
ブ
ラ
イ
大
学
の
ゴ
イ
テ
ィ
ソ
教
授
が
紹
介
さ
れ
た
十
一
世
紀
の
カ
イ
ロ
ゲ
ニ
ザ
文
書
（
夢
Φ
O
畑
野
O
O
①
巳
鎚
）
に
よ
る
と
、
　
一
〇
五
三
年
ご

ろ
、
フ
ス
タ
ー
ト
男
話
孟
月
（
旧
カ
イ
ロ
）
に
お
い
て
、
　
「
金
〔
に
変
成
し
得
る
〕
の
銀
」
（
8
q
異
肉
冠
ρ
望
，
）
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
る
「
ヌ

・
・
懇
」
（
監
葺
§
；
・
量
）
・
「
謡
初
デ
∠
－
」
・
の
旛
は
、
H
・
デ
鼎
で
あ
・
だ
・
・
が
馨
れ
て
い
⑱

　
ま
た
、
十
二
世
紀
後
半
よ
り
十
三
世
紀
前
半
に
エ
ジ
プ
ト
を
支
配
し
た
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
》
図
旨
ぴ
置
ω
（
ま
？
罐
。
。
鞍
部
一
編
軒
お
㎝
O
＞
・
∪
ウ
治

下
に
あ
っ
て
、
千
成
（
一
8
雷
）
の
金
位
を
も
つ
純
銀
（
℃
自
①
。
・
穿
①
困
）
に
打
刻
さ
れ
た
「
ヌ
ク
ラ
銀
貨
」
と
「
純
金
一
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
」
と
の
比

価
は
・
ご
鼻
で
あ
・
ξ
と
が
智
れ
て
い
麺

前
者
に
よ
れ
ば
、
純
金
二
等
冒
・
ク
ラ
銀
貨
嵩
～
誰
α
白
雪
で
あ
り
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
純
金
H
α
薮
π
純
銀
鼻
霜
げ
弩

と
な
る
。
こ
こ
に
み
え
る
二
種
の
金
銀
比
価
は
、
　
『
コ
ム
年
代
記
』
に
み
え
る
十
世
紀
後
半
に
お
け
る
そ
れ
を
推
定
す
る
た
め
の
貴
重
な
鍵
と

な
る
。

　
『
コ
ム
年
代
記
』
に
は
、
回
暦
二
八
七
年
（
8
0
）
に
お
け
る
コ
ム
県
の
地
租
に
つ
い
て
、
銀
に
箕
定
さ
れ
た
詳
細
な
工
数
が
列
記
さ
れ
て
い

る
。
管
轄
下
に
あ
る
二
十
一
の
郡
（
罎
ω
翁
ρ
）
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
あ
っ
て
、
約
九
百
の
村
（
創
ヨ
）
を
含
む
徴
税
区
（
富
ω
口
U
）
か
ら
の
税
銀
を
集
計
し

た
も
の
が
み
え
る
。
地
租
地
・
私
領
地
・
そ
の
他
か
ら
徴
収
さ
れ
る
基
本
税
（
斜
3
、
附
加
税
（
8
既
Φ
げ
）
の
額
を
挙
げ
て
、
集
計
額
（
甘
巨
艦
）
を

記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
論
に
当
る
部
分
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
コ
ム
の
〔
徴
税
の
〕
慣
例
が
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
い
る
二
種
の
〔
金
銀
〕
換
算
は
、
と
も
に
純
金
を
〔
価
値
〕
基
準
と
す
る
が
、
そ
の
純
金
に
基

　
づ
く
そ
れ
の
価
値
は
、
こ
れ
よ
り
の
ち
斯
く
斯
く
に
な
る
。
（
早
目
暮
あ
9
欝
N
貿
あ
。
・
霧
閃
げ
霊
録
げ
。
げ
鴛
＆
ヨ
○
折
戸
冷
げ
閑
①
税
霧
ヨ
あ
ρ
o
ヨ
導

　
’
9
争
9
讐
嵩
げ
裂
魯
霧
け
o
o
鼠
甲
8
び
甲
．
創
器
冒
諺
響
曙
践
）
（
↓
・
ρ
二
喝
・
這
倉
鎚
憎
b
⊃
「
）

と
。
　
「
ノ
ク
ラ
銀
貨
」
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
税
額
が
、
　
「
純
金
」
（
N
ρ
醜
一
①
　
ω
O
目
門
内
げ
　
汁
Φ
一
騨
）
に
蔓
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
N
舘
あ
ω
○
鱒
び
（
赤
い
金
）
は
、
ペ
ル
シ
ア
語
で
「
純
金
扁
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
格
に
置
か
れ
て
い
る
轡
。
㌶
（
金
）
は
、
ペ
ル
シ

ア
語
史
料
に
あ
っ
て
、
け
o
ρ
鏡
げ
（
銀
）
と
対
句
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
あ
た
か
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
お
け
る
Ω
冨
げ
即
げ
（
金
）
と
い
＆
暮
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（
銀
）
の
関
係
に
符
合
す
る
。
こ
の
用
例
に
あ
つ
で
は
、
3
㌶
毫
あ
閃
げ
鋤
坊
（
純
金
）
の
略
記
で
あ
る
こ
と
は
、
以
下
の
原
文
に
徴
し
て
明
か
で
あ

る
。　

そ
れ
で
は
、
当
時
の
コ
ム
地
方
に
お
い
て
、
純
金
を
価
値
基
準
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
二
種
類
の
金
銀
換
算
基
準
（
上
述
）
と
は
何
か
。
回
暦

二
八
七
年
（
8
0
）
に
お
け
る
銀
に
算
定
さ
れ
元
コ
ム
県
の
地
租
に
つ
い
て
列
記
し
た
『
コ
ム
年
代
記
』
の
記
載
（
上
述
）
に
は
、
こ
の
金
銭
換
算
比

率
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
そ
の
一
つ
は
、
純
金
H
臼
滋
巴
1
ー
ノ
ク
ラ
銀
貨
ミ
象
誉
勲
欝
ω
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
文
で
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
「
H
刈
α
①
白
㊤
導
に
つ
き
H
野
口
習
と
す
る
換
算
」
（
讐
。
鴇
欝
｛
①
『
率
①
財
霞
冨
践
ρ
げ
α
。
誉
伊
ヨ
び
①
α
営
9
1
巴
－
剛
）
（
8
ρ
こ
や
旨
F
爽
圃
－
。
。
・
）

と
。

い
ま
；
嫉
純
金
（
募
属
耳
）
書
室
貿
額
（
8
暴
ζ
ω
咋
曇
琶
・
す
・
鵜
で
あ
そ
・
原
文
で
は
次
の
智
で

あ
る
。

　
「
お
α
鶏
冨
日
置
α
習
σ
q
－
㊦
創
Φ
｝
㊤
日
割
（
H
。
。
吟
α
興
冨
日
）
に
つ
き
〔
純
〕
金
H
ヨ
一
夢
ρ
鑑
と
す
る
換
算
」
（
白
畠
習
既
Φ
ギ
ギ
Φ
プ
霞
。
。
働
巳
騨
げ

　
9
肘
冨
旨
く
ρ
o
昏
弩
α
9
σ
q
あ
α
①
跨
ρ
欝
団
び
Φ
－
器
『
巳
騨
げ
3
7
0
暦
Φ
団
）
（
↓
●
ρ
こ
や
ド
b
。
餅
簿
。
。
1
ε

と
。
金
は
讐
埠
定
心
、
銀
は
α
①
臼
ρ
ヨ
傘
ヨ
溶
呂
巴
と
伽
9
σ
q
（
ト
α
。
昏
ρ
臼
ゆ
）
が
、
算
定
の
た
め
の
基
準
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
幽
9
1
憐
σ
Q
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
裏
写
に
潮
ら
れ
る
。
叙
上
の
二
種
の
金
銀
激
甚
率
は
、
相
い
補
っ
て
併
存
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
コ
ム
年
代
記
』
の
記
載
に
よ
っ
て
、
十
世
期
後
半
の
東
カ
リ
フ
帝
国
（
少
く
と
も
東
部
地
域
）
に
お
い
て
、
純
金
と
銀
貨
の
交
換
比
率

で
あ
る
H
9
賭
弓
目
讐
臼
些
p
・
ヨ
と
、
金
銀
地
金
交
換
比
率
で
あ
る
H
巨
普
ρ
鋤
障
お
塵
象
昌
ρ
ヨ
と
い
う
、
二
種
の
金
銀
比
価
が
存
在
し

た
こ
と
を
確
認
で
き
た
の
で
、
次
に
こ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
ミ
ス
カ
ワ
イ
フ
の
書
を
始
め
と
す
る
諸
史
料
に
散
見
す
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
中
期
に

お
け
る
金
銀
比
価
を
再
吟
味
す
る
と
、
次
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。

　
先
づ
第
一
に
、
金
銀
の
地
金
比
価
は
、
純
金
同
巳
爵
ρ
巴
1
1
純
銀
贈
賄
鮭
誉
p
露
で
あ
る
。
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アッバース朝中期における金銀通貨について（佐藤）

　
次
に
第
二
に
、
標
準
重
量
・
金
位
を
具
備
し
た
金
銀
貨
幣
、
即
ち
、
回
田
津
8
9
1
一
の
標
準
重
量
と
大
約
八
・
五
成
（
G
。
α
S
）
の
標
準
金
位
を

も
つ
「
デ
ィ
ー
ナ
ル
金
貨
」
と
、
H
・
・
毒
言
鎧
・
・
の
標
準
重
苦
大
約
七
成
（
刈
§
の
標
準
金
位
を
も
つ
「
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
」
の
交

換
比
率
は
、
同
α
冒
胃
聾
温
象
厳
磐
臼
ω
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
困
日
詳
げ
ρ
鋤
の
標
準
重
量
と
十
成
（
日
O
O
寧
）
の
標
準
金
位
を
も
つ
純
金
の
「
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
金
地
金
」
と
、
標
準
重
輩
・

金
位
を
具
備
し
た
「
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
」
と
の
比
価
は
、
H
臼
⇔
鍵
聾
H
刈
島
導
㊧
日
。
・
で
あ
る
。

　
大
要
以
上
の
よ
う
な
結
論
を
、
史
料
価
値
の
高
い
同
時
代
史
料
に
準
ず
る
論
拠
に
よ
っ
て
確
認
し
得
ら
れ
た
も
の
と
私
考
す
る
。

　
然
る
に
、
こ
の
論
証
の
結
論
と
一
部
抵
触
す
る
や
に
み
え
る
二
史
料
が
存
す
る
。
そ
れ
は
H
鳥
欝
習
匪
も
。
O
睡
夢
帥
露
と
い
う
金
銀
貨
幣
交
換

比
率
が
存
し
た
こ
と
を
提
起
す
る
史
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
そ
の
一
つ
は
、
故
ク
レ
…
マ
ー
教
授
が
圓
三
三
〇
六
年
（
實
。
。
＼
㊤
）
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
収
入
予
算
案
に
つ
い
て
論
述
さ
れ
た
有
名
な
論
文
に
お

い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
O
o
O
Φ
図
O
o
夢
9
建
ω
の
二
二
四
葉
裏
に
み
え
る
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
リ
ー
・
イ
ブ
ソ
・
イ
ー
サ
が
第
三
圃
目

の
執
政
職
に
就
任
し
、
赤
字
財
政
の
再
建
を
意
図
し
た
緊
縮
政
策
の
一
環
と
し
て
、
官
吏
の
俸
給
を
半
分
に
切
下
げ
た
た
め
、
月
俸
α
O
O
象
亭

四
目
で
あ
っ
た
高
官
カ
ル
ワ
ザ
ー
二
…
国
警
毒
ρ
α
銀
臨
は
、
月
俸
α
O
O
O
良
鴎
ρ
日
に
減
俸
さ
れ
た
、
と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
ク
レ
ー
マ
ー
教
授
は
、
同
α
鍵
習
1
1
b
。
O
毎
浮
¢
濤
ω
と
い
う
換
算
率
に
よ
っ
て
計
算
す
る
と
、
削
減
以
前
の
月
俸
α
O
O
α
欝
鍵
は
H
O
O
O
O

象
｝
p
ヨ
と
な
り
、
正
し
く
そ
の
半
分
で
あ
る
α
O
O
O
巳
導
帥
ヨ
に
切
下
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
と
論
じ
、
こ
の
換
算
率
の
存
在
を
推
定
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
推
定
は
論
理
的
に
は
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
。
但
し
、
現
実
の
支
払
い
に
関
し
て
若
畢
の
疑
念
が
存
在
す
る
。
官
吏
の
俸
給
は
デ
ィ
ナ

ー
ル
金
貨
を
標
準
価
値
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
受
領
す
る
も
の
は
、
一
定
の
金
銀
貨
幣
交
換
比
率
に
よ
っ
て
換
算
さ
れ
た

デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
で
あ
る
。
当
該
の
事
例
は
平
常
の
金
銀
貨
幣
換
算
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
　
月
俸
削
減
に
お
け
る
換
算
例
で
あ
る
。
従

っ
て
、
高
官
に
有
利
と
な
る
如
く
換
鋒
率
に
操
作
を
加
え
る
可
能
性
が
介
在
し
得
る
。
曇
り
に
、
通
例
の
金
銀
貨
幣
換
算
率
、
目
α
冒
鍵
擁
嶺
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黛
昏
p
導
に
準
拠
す
れ
ば
、
削
減
前
の
支
給
額
㎝
O
O
α
貯
鍔
は
胡
O
O
零
落
9
ヨ
と
な
り
、
そ
れ
が
削
減
さ
れ
て
㎝
O
O
O
象
善
9
臼
と
な
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
実
質
劇
減
率
は
三
割
強
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ク
レ
ー
マ
ー
教
授
が
五
割
削
減
と
い
う
原
則
を
字
句
通
り
適
用
さ
れ
て
、
削
減

以
前
に
お
け
る
実
質
受
領
額
を
ざ
O
O
O
α
騨
乙
子
と
算
定
し
、
α
O
O
臼
昌
縛
と
の
換
算
比
率
b
。
O
篇
を
以
て
、
圓
暦
三
〇
六
年
（
潔
。
。
＼
①
）
当
時

の
中
央
政
府
に
お
け
る
公
定
金
銀
貨
幣
交
換
比
率
と
さ
れ
た
所
説
に
は
、
若
干
の
留
保
条
件
を
附
す
る
を
至
当
と
す
る
。

　
次
に
、
軸
心
欝
鍵
一
1
昏
。
O
象
昏
ρ
臼
な
る
金
銀
貨
幣
比
価
の
存
在
を
提
示
す
る
い
ま
一
つ
の
事
例
は
、
故
フ
レ
イ
タ
ー
ク
教
授
の
論
文
「
モ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ー
ル
及
び
ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
ハ
ム
ダ
ー
ン
朝
の
歴
史
漏
に
所
労
の
ヌ
ワ
イ
リ
ー
累
漏
≦
9
D
露
の
著
作
に
み
え
る
次
の
事
例
で
あ
る
。

　
ア
レ
ッ
ポ
の
領
主
サ
ア
ド
・
ウ
ッ
ダ
ウ
ラ
ω
帥
．
伽
p
憎
∪
ρ
酷
㊤
ロ
は
、
新
た
に
モ
ス
ー
ル
の
霧
主
ア
ダ
ッ
ド
・
ウ
ッ
ダ
ウ
ラ
、
》
臓
p
α
餌
劉
d
㊤
率

ご
げ
の
庇
護
下
に
入
っ
た
た
め
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
の
和
平
条
件
に
よ
っ
て
従
来
彼
の
国
へ
義
務
づ
け
ら
れ
て
き
た
毎
年
の
貢
納
が
杜
絶
し
た
。

そ
こ
で
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
将
軍
バ
ル
ダ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
じ
d
霞
α
p
。
。
男
び
○
。
霧
が
違
約
を
貴
め
て
ア
レ
ッ
ポ
を
攻
囲
し
た
。
そ
の
結
果
、
両
老
が

折
衝
し
、
目
黛
口
鍔
1
1
卜
。
O
旺
旨
餌
導
と
い
う
換
算
に
よ
る
「
標
準
重
量
を
も
つ
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
四
十
万
」
（
亟
O
ρ
O
O
O
〈
。
昌
三
鳥
獣
α
Q
。
u
奏
隠
蓑
象
）

を
毎
年
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
支
払
う
と
い
う
条
件
に
て
和
約
が
成
立
し
た
、
と
い
う
記
載
で
あ
る
。
回
暦
三
七
一
年
（
Φ
Q
◎
H
）
の
事
例
で
あ
る
。

当
時
に
お
け
る
金
銀
換
算
基
準
に
よ
れ
ば
、
陣
巨
象
巴
（
α
取
口
9
1
円
）
の
標
準
重
量
を
も
つ
純
金
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
地
金
と
、
鼠
脅
冨
ヨ

の
標
準
重
量
と
標
準
金
位
（
約
δ
罫
）
を
も
つ
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
と
の
比
価
は
、
同
α
冒
習
聾
ミ
象
浮
戸
ヨ
で
あ
る
（
前
出
）
。
異
っ
た
標
準
重
墨

・
金
位
の
金
銀
通
貨
を
夫
々
に
も
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
、
ビ
ザ
ン
ツ
両
帝
国
が
、
講
和
条
件
た
る
貢
納
金
の
価
額
を
議
す
る
と
き
、
筑
定
基
準
が
標

準
重
蚤
・
金
位
を
も
つ
　
「
純
金
」
に
置
か
る
べ
き
は
言
う
を
侯
た
な
い
。
そ
し
て
純
金
の
価
額
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
た
額
数
を
、
公
定
比
価

H
α
冒
習
1
1
嵩
乾
湿
ρ
濤
に
よ
っ
て
、
支
払
者
側
（
イ
ス
ラ
…
ム
）
の
通
貨
、
即
ち
軍
手
の
「
デ
ィ
ル
ハ
ム
銀
貨
」
の
価
額
に
換
算
さ
れ
た
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
H
鳥
貯
9
1
唖
硅
鉢
。
O
臼
筈
帥
白
と
い
う
比
価
に
よ
っ
て
換
算
す
る
と
き
は
、
受
領
者
側
（
ビ
ザ
ソ
ツ
）
に
と
っ
て
著
し
く

有
利
で
あ
る
。
和
平
交
渉
に
お
い
て
、
勝
利
者
側
（
ビ
ザ
ソ
ッ
）
に
有
利
と
な
る
ご
と
く
換
算
率
を
操
作
し
た
と
解
す
べ
き
充
分
な
る
可
能
性
が

存
す
る
。
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要
之
、
同
α
ぎ
9
1
戦
酷
卜
。
O
蝕
昏
ρ
ヨ
と
い
う
金
銀
貨
幣
換
算
率
の
存
在
を
提
唱
す
る
典
拠
と
し
て
、
西
欧
イ
ス
ラ
ー
ム
史
家
が
挙
げ
る
右
の
二

事
例
は
、
い
つ
れ
も
不
確
定
要
素
を
含
ん
だ
特
殊
な
用
例
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
当
時
に
お
け
る
普
遍
的
な
事
例
と
見
落
す
こ
と
に
は
、

尚
お
若
干
の
疑
念
が
存
す
る
。

アッバース朝中期における金銀通貨について（佐藤）

①
　
》
ロ
鵠
溶
・
ψ
U
固
ヨ
げ
8
戸
ピ
ρ
海
端
。
噌
伽
ρ
ロ
像
℃
①
霧
ρ
p
叶
貯
℃
o
諺
㌶
噛
○
惹
。
鴇
ρ

　
一
り
切
ω
．
娼
や
戯
卜
⊃
ム
①
．
（
岡
略
正
孝
訳
『
ペ
ル
シ
ア
の
地
主
と
農
属
』
岩
波
書
店
、

　
昭
和
五
十
　
年
、
四
｝
－
四
五
頁
）
参
照
。

②
　
ま
乙
二
℃
℃
。
蒔
O
l
甦
噛
（
岡
綺
訳
、
四
〇
一
四
一
頁
）
参
照
。

③
「
そ
れ
（
デ
ッ
カ
ソ
で
流
通
の
古
金
「
フ
ソ
」
宕
㌶
虫
Φ
ぎ
7
p
o
げ
．
、
｝
罎
謬
、
、
）

　
の
金
位
は
十
〔
成
〕
と
計
算
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
世
界
の
主
（
ア
ク
バ
ル
大
帝
）

　
は
、
試
金
の
知
識
に
よ
っ
て
、
八
・
五
〔
成
〕
　
に
固
定
し
た
。
」
　
（
〈
勲
、
帯
警
6

　
帥
雪
融
α
ρ
プ
〔
げ
行
川
〕
げ
錠
－
巴
μ
o
露
o
a
即
く
伊
ぴ
①
－
唐
Φ
樹
巴
（
写
。
。
9
コ
舘
圃
受
Φ
α
Q
警
。

　
障
げ
＆
坤
く
雪
山
ン
器
馨
〈
拶
自
警
ρ
錠
9
1
同
α
q
㊦
お
津
）
（
〉
げ
巳
切
㊤
塾
》
則
昌
あ
≧
？

　
げ
騨
誌
層
O
P
国
．
切
δ
o
ゴ
ヨ
ρ
轟
P
切
附
σ
＝
O
仲
プ
O
O
ρ
同
挿
島
凶
o
P
冥
Φ
≦
o
Q
Φ
鼠
⑦
ω
”
O
巴
。
蝿
－

　
簿
P
一
。
。
①
N
や
憲
巴
、
．
①
・
）

　
　
ア
ク
バ
ル
大
帝
の
と
ぎ
、
ペ
ル
シ
ア
の
そ
れ
を
超
え
た
最
高
純
度
の
金
銀
品
位

　
に
達
し
、
そ
の
純
金
を
基
準
と
す
る
最
優
良
金
貨
を
八
・
五
丁
目
規
定
し
た
の
で

　
あ
る
（
き
峯
噂
や
窓
℃
き
廿
①
・
）
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』
（
》
一
昌
1
Φ
》
一
（
げ
P
『
岡
）
は
、
ム

　
ガ
ー
ル
朝
ア
ク
バ
ル
大
帝
の
治
世
に
お
け
る
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
（
H
q
㎝
同
一
一
⑪
O
b
σ
）

　
の
著
作
。
編
述
年
代
は
降
る
も
、
　
「
造
幣
局
の
制
度
」
に
始
ま
る
野
鼠
は
、
イ
ス

　
ラ
ー
ム
金
属
工
学
（
精
錬
・
鋳
造
・
冶
金
）
に
関
す
る
知
識
の
集
大
成
。
東
部
イ

　
ス
ラ
ー
ム
酬
圏
全
般
に
亙
る
歴
由
入
的
考
察
を
選
一
む
。

④
　
屑
曾
㊦
乙
σ
8
生
母
．
岡
脚
ヨ
塁
α
q
－
o
U
智
臼
儒
閏
酵
ω
一
－
団
鍵
ω
押
月
¢
ξ
諺
璽
一
り
①
9

　
や
に
ω
ピ

⑤
　
、
．
昌
帥
ρ
碧
、
、
（
8
9
9
魯
”
×
鼠
霞
。
葛
智
ω
簿
。
葦
》
】
）
一
〇
¢
o
轟
蔓
。
断
什
一
δ

　
月
霞
σ
q
嬬
ヨ
ー
ヨ
陶
夢
。
門
巴
ヨ
q
α
切
騨
ぴ
自
騨
訂
α
く
①
毎
ω
げ
ρ
｝
ヨ
陣
層
ρ
昌
“
夢
。
竃
誌
昼
婁

　
ω
践
。
緊
3
欝
け
琴
ρ
岩
Φ
芝
く
。
槻
ぎ
お
O
ρ
く
。
一
．
H
押
や
㊤
ω
α
9
参
照
。

⑥
　
ψ
り
．
Ω
o
津
。
叢
話
、
．
切
p
巳
（
賃
ω
｝
0
8
口
止
切
葎
。
ヨ
げ
財
①
潤
δ
〈
Φ
簿
ぴ
O
①
導
霞
団

　
P
P
、
、
℃
旨
国
．
ψ
鶏
9
9
層
く
9
H
×
層
勺
霞
け
H
指
H
”
堵
。
メ
肖
り
土
層
U
Φ
㌶
Φ
鐸
℃
や

　
α
Q
◎
1
＄
9

⑦
》
■
ω
■
蛍
昌
。
巳
q
曾
貫
．
、
0
8
貯
ぽ
曲
師
。
器
8
夢
。
開
口
。
乱
¢
£
0
9
夢
⑦

　
田
ω
o
巴
｝
偏
至
剛
鼠
ω
碕
ρ
鉱
。
口
。
臨
図
σ
q
《
℃
叶
貯
夢
①
護
送
巳
。
》
㈹
o
ω
．
．
嚇
や
ω
辱
ρ

　
鋭
u
っ
こ
く
o
H
塵
×
〈
押
勺
㊤
誌
ω
Q
◎
”
い
。
昌
O
o
野
一
㊤
綬
讐
や
し
η
8
’

⑧
コ
ム
県
の
特
殊
附
加
税
卜
。
b
。
。
G
。
’
o
。
謡
鳥
霞
げ
即
ヨ
試
血
色
α
q
－
o
師
角
｝
影
ヨ
一
を
、

　
純
金
（
鑓
雫
。
。
。
o
蒔
ダ
言
冨
〔
受
Φ
犀
プ
目
口
呂
）
嵩
N
＄
Q
。
象
昌
9
1
自
画
α
邸
瓢
σ
q
－
①

　
臼
轟
ユ
に
換
幽
し
て
い
る
の
は
、
純
金
日
舞
5
財
1
ー
ノ
ク
ラ
銀
貨
欝
血
㊦
誉
9
旨
。
。

　
の
換
算
率
に
基
く
事
例
で
あ
る
（
目
．
ρ
こ
唱
．
嵩
野
寒
？
c
。
梱
）
。

⑨
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ン
県
よ
り
の
引
渡
分
〔
純
銀
〕
α
ρ
。
。
b
。
ω
山
。
魯
帥
ヨ
蒔
α
欝
σ
q
ゐ

　
山
Φ
夢
陰
日
一
を
、
　
〔
純
金
〕
ω
袖
H
G
Q
鳥
ぎ
胃
ホ
淫
逸
σ
q
－
O
臼
畠
ユ
に
換
算
し
て
い

　
る
の
は
、
純
金
H
象
鵠
9
1
H
薩
純
銀
↑
G
。
α
Φ
円
げ
欝
ヨ
蒔
血
帥
瓢
σ
q
－
①
α
¢
二
四
ヨ
一
の
換
算

　
率
に
基
く
事
例
で
あ
る
（
8
9
ρ
こ
噂
・
僻
心
．
葺
○
。
点
ρ
）
。

⑩
渚
膨
舞
轟
く
言
や
象
巳
【
（
守
匪
竃
σ
q
此
層
9
流
勲
邑
＾
嘲
。
P
戸
肇
｝
．

　
｝
篇
巳
【
①
が
類
①
錠
巴
9
茜
”
一
㊤
お
”
ψ
お
魑
N
．
b
。
…
ψ
Q
。
P
N
噸
一
’
）

⑪
　
譲
①
所
引
の
｝
．
〈
O
口
囚
増
。
彗
興
論
文
ω
。
鱒
○
。
Q
。
参
着
。

⑫
ρ
名
．
津
超
3
α
q
」
．
．
O
。
ω
。
三
。
窪
。
山
霧
U
鷹
p
毒
茸
噺
無
期
p
導
診
三
9
昌

　
貯
蜜
。
ω
三
鎧
旨
鳥
と
。
℃
℃
o
．
．
層
N
．
や
寓
’
O
‘
b
づ
P
属
固
■
い
①
首
臥
σ
q
層
H
◎
。
切
N
ψ

　
卜
。
ω
P

（435）107



五

　
最
後
に
、
こ
の
当
時
の
民
問
に
お
け
る
取
引
決
済
に
お
い
て
広
汎
に
使
用
さ
れ
て
い
た
「
粒
銀
」
な
ど
の
細
粒
銀
地
金
に
関
し
て
、
若
干
の

知
見
を
附
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
十
世
紀
後
半
の
著
作
で
あ
る
イ
ブ
ン
・
ハ
ウ
カ
ル
の
地
理
書
の
フ
ー
ジ
ス
タ
ー
ン
国
げ
o
N
一
。
。
萄
β
の
条
に
、
著
名
な
商
業
都
市
ア
ス
カ
ラ
ム

ク
ラ
ム
、
跨
畏
胃
㊤
白
無
毒
諺
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
一
節
が
あ
る
。
こ
の
町
に
あ
っ
て
は
、
商
取
引
の
決
済
の
と
き
、
銀
の
標
準
衡
量
で
あ
る

冨
げ
び
騨
の
％
ま
で
秤
に
か
け
て
正
確
に
量
る
ほ
ど
厳
密
で
あ
る
、
と
。

　
地
球
上
の
す
べ
て
の
重
量
に
お
い
て
、
ア
ス
カ
ラ
〔
ム
ク
ラ
ム
〕
以
外
に
は
、
H
富
げ
げ
9
が
％
に
細
分
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
存
し
な
い
。
そ
の
〔
曲
言
げ
げ
㊤

　
の
〕
重
量
単
位
は
菖
旨
嘗
号
と
呼
称
さ
れ
る
。
（
頃
雲
ヂ
回
り
b
っ
讐
や
b
っ
q
血
野
b
っ
ω
1
や
昏
。
綬
』
．
b
っ
・
）

と
。
転
げ
び
帥
は
「
穀
粒
」
、
特
に
、
麦
類
の
穀
粒
、
を
表
わ
す
語
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
穀
粒
の
重
蚤
」
を
も
表
わ
し
、
金
銀
な
ど
貴
金
属
の

細
粒
、
即
ち
、
粒
金
・
粒
銀
の
標
準
衡
量
単
位
と
し
て
、
当
時
一
般
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
盆
旨
㊤
騒
げ
と
い
う
語
は
、
サ
ー
サ
ー
ン

朝
ペ
ル
シ
ア
時
代
に
諸
富
庁
の
書
記
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
し
た
ア
ラ
ム
入
の
用
語
で
あ
る
西
北
セ
ム
語
系
に
属
す
る
ア
ラ
ム
語
（
≧
㊤
日
ギ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ぎ
げ
）
に
お
い
て
％
を
意
味
す
る
8
ヨ
9
一
昌
の
女
性
形
8
鑓
割
振
繕
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
音
写
し
た
も
の
と
す
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
博
士
の
断
説
は
、

お
そ
ら
く
肯
繁
を
射
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ラ
ビ
ア
語
（
南
方
セ
ム
語
系
）
に
お
け
る
夢
似
邑
ロ
（
％
）
の
女
性
形
夢
斜
巳
舞
げ
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
。
即
ち
、
冨
げ
冨
の
二
倍
で
あ
る
ペ
ル
シ
ア
語
の
ゆ
霧
雲
（
≧
ρ
び
・
欝
ω
畳
）
の
％
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
粒
銀
の
最
小
衡
量
は
、
　
冨
び
σ
ρ
の
％
、
　
即
ち
　
「
大
麦
一
粒
の
重
量
」
　
で
あ
る
中
世
ペ
ル
シ
ア
語
の
団
㊤
く
（
客
型
巻
く
）
、
　
ア
ラ
ム
語
の

加
げ
○
、
α
鏑
（
》
H
騨
σ
・
　
ゆ
び
①
㌔
剛
吋
跨
）
で
あ
っ
て
、
衡
量
名
と
し
て
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
餅
艮
ρ
と
み
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
ア
ス
カ
ラ
ム
ク
ラ
ム
に
お
け
る
取
引
決
済
の
と
き
、
端
数
の
計
算
に
当
っ
て
、
こ
の
銀
の
最
小
衡
量
で
あ
る
鼠
巳
ρ
の
％
ま
で
計
算
し
、

秤
量
す
る
、
と
み
え
る
こ
と
は
、
こ
の
地
方
に
お
け
る
商
業
利
潤
の
追
求
が
熾
烈
で
あ
っ
た
こ
と
、
取
引
決
済
に
細
粒
銀
地
金
が
多
く
使
用
さ
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アッバース朝中期における金銀通貨について（佐藤）

　
　
　
③

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
　
「
粒
銀
」
　
に
つ
い
て
の
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
外
に
「
砕
銀
」
（
8
仙
霧
彰
鋳
ρ
沼
舘
暮
）
・
「
鋳
込
地
金
」
（
ヨ
ぶ
ゆ
σ
Q
戸
麓
O
客
ヨ
5
卿
、

σQ

ｰ
鉾
）
な
ど
の
銀
地
金
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
斯
く
の
ご
と
く
、
決
済
の
と
き
秤
量
貨
幣
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
要
因
は
、
標
準
金
位
・
重
量
を
具
備
し
た
面
懸
金
銀
貨
幣
の
絶
対
量
が

民
間
需
要
を
充
足
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
、
良
質
貨
幣
は
、
臣
額
の
前
期
的
資
本
を
具
備
し
た
金
融
業
者
そ
の
他
の
手
中
に
集
積
さ
れ
、
量
質
貨

幣
が
民
間
市
場
に
横
盗
し
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
金
銀
地
金
を
背
景
と
し
た
信
用
取
引
手
段
で
あ
る
各
種
手
形
に
よ
る
決

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

済
が
重
い
比
重
を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

①
》
9
ρ
r
ρ
凹
繊
昆
霞
属
拶
ρ
ヨ
日
蝕
H
び
謬
蔵
窪
信
押
峯
畠
σ
紹
嘱
暮
巴
－
鋸
a
嘲

　
犀
ρ
》
こ
H
囲
る
層
Φ
α
．
旨
国
冒
囚
旨
ρ
ヨ
㊦
お
讐
U
信
σ
q
鳥
こ
お
ω
Φ
凸

②
や
の
＆
毒
ρ
員
冒
塁
一
ヨ
罵
画
諜
⑦
営
津
興
塁
0
7
α
窪
》
墨
露
ω
o
冨
嵩
O
Φ
♀

　
σ
q
門
名
工
p
び
Φ
6
臥
σ
q
”
お
お
騨
b
ご
9
H
H
H
サ
ω
’
も
。
δ
曽
》
”
芦

③
　
ゴ
イ
テ
ィ
ン
教
授
前
掲
論
文
所
引
の
カ
イ
ロ
ゲ
ニ
ザ
降
雪
に
含
ま
れ
て
い
る
ユ

　
ダ
や
人
両
替
商
出
納
文
書
を
参
期
目
○
鼻
①
旦
。
℃
■
簿
‘
や
禽
’
）
。
雑
多
な
金

　
銀
通
貨
は
、
す
べ
て
試
金
・
計
量
し
、
純
金
の
地
金
価
値
に
換
算
さ
れ
て
い
る
。

　
金
位
三
成
（
ω
O
承
）
の
ワ
ラ
ッ
ク
銀
貨
と
、
金
位
十
指
の
純
金
一
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

　
と
の
比
価
は
、
G
。
①
薯
p
毒
ρ
伽
冒
冨
日
の
一
1
嵐
冒
胃
で
あ
る
。
従
っ
て
、
㎝
≦
胃
ρ
ρ

曇
・
ヨ
宥
暫
三
二
響
冨
と
農
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
、
；
・
餅
甘

・・

ｾ
・
憂
愚
冨
審
な
れ
ば
、
後
者
暫
冨
＝
響
9
続
金
ホ

ぬA

臼
蕃
冒
諦
長
吟
と
な
り
、
・
れ
が
前
書
軽
呂
象
冨
三
二
聴
す

　
る
た
め
、
純
金
一
デ
ィ
ー
ナ
…
ル
は
正
し
く
ワ
ラ
ッ
ク
銀
貨
三
十
六
飼
に
相
当
す

　
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

④
’
艶
試
o
N
噛
O
δ
菊
窪
a
ω
霧
づ
8
Q
①
ψ
H
ω
醇
ヨ
ρ
国
。
誌
9
σ
o
義
層
H
㊤
旨
噂
ψ
魔
ご
芝
．

　
曳
。
。
0
9
一
”
一
①
毛
ω
ヨ
夢
。
国
8
嵩
。
ヨ
一
〇
㊤
昌
儒
℃
o
一
凶
江
。
巴
凱
♂
o
剛
諸
①
象
器
く
巴

　
尉
ド
β
い
。
謬
α
o
算
一
㊤
Q
。
メ
℃
℃
・
峯
－
卜
。
O
叫
圏
崎
正
孝
「
イ
ス
ラ
ー
ム
帝
圏
に
お
け

　
る
手
形
・
小
切
手
に
つ
い
て
レ
　
（
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
六
号
）
。
固
「
イ
ス
ラ
…

　
ム
帝
鷹
に
お
け
る
前
期
的
資
本
家
の
一
側
置
1
と
く
に
ジ
ャ
フ
バ
ズ
に
つ
い
て
」

　
（
『
棄
洋
史
研
究
』
二
〇
ノ
一
）
。
森
本
公
誠
「
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
國
家
財
政
」
（
『
初

　
期
イ
ス
ラ
ム
隙
代
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
の
研
究
』
所
収
）
参
照
。

　
西
洋
古
銭
学
老
の
研
究
に
よ
る
と
、
八
世
紀
後
半
よ
り
九
世
紀
前
半
に
い
た
る
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
朝
の
ド
ゥ
ニ
エ
伽
①
巳
興
銀
貨
の
型
式
に
は

イ
ス
ラ
ー
ム
貨
幣
（
デ
ィ
ル
ハ
ム
教
旨
騨
ヨ
銀
貨
）
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
八
世
紀
後
半
よ
り
十
世
紀
前
半
に
い
た
る
時
期
に
お
い
て
東
力
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リ
ブ
帝
国
治
下
の
西
ア
ジ
ア
と
フ
ラ
ン
ク
帝
国
治
下
の
西
欧
に
共
通
す
る
銀
の
価
値
変
動
が
あ
り
、
両
者
の
間
に
緊
密
な
関
連
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
お
け
る
金
銀
絶
対
量
の
増
減
に
起
因
す
る
金
銀
比
価
の
変
動
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
叙
上
の
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
①

点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
他
方
、
タ
バ
リ
ー
の
『
使
徒
た
ち
・
諸
王
た
ち
の
年
代
記
』
に
よ
る
と
、
八
三
．
紀
前
半
よ
り
中
葉
に
か
け
て
（
唐
玄
宗
の
開
元
・
重
宝
）
、
　
ま

た
、
中
国
史
料
に
よ
る
と
、
八
世
紀
後
半
（
徳
宗
の
建
中
）
に
、
筆
都
（
ソ
グ
ド
）
商
人
を
介
し
、
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
を
経
由
す
る
中
国
と
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ア
ジ
ア
と
の
交
渉
が
確
認
さ
れ
、
高
利
貸
付
そ
の
他
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
た
金
が
、
中
国
か
ら
流
出
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

八
世
紀
後
半
に
始
ま
り
十
二
世
紀
前
半
（
北
宋
徽
宗
の
宜
和
）
に
及
ぶ
ま
で
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ー
ン
の
回
維
（
ウ
イ
グ
ー
ル
）
商
人
を
介
し
、
間
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

中
国
と
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
と
の
交
流
が
行
わ
れ
、
北
宋
前
期
の
中
国
に
お
け
る
金
銀
比
価
は
、
当
時
の
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
そ
れ
に
比
し
て
、
稻

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
金
安
で
あ
っ
た
こ
と
、
回
維
商
人
に
よ
っ
て
大
星
に
買
占
め
ら
れ
た
金
銀
が
西
域
方
面
に
流
出
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
斯
く
の
如
く
、

金
銀
複
本
位
制
に
お
い
て
動
か
し
難
い
先
進
性
を
も
つ
西
ア
ジ
ア
世
界
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、
中
国
よ
り
貴
金
属
地
金
の
流
出
が
認
め
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は
東
カ
リ
フ
帝
国
に
お
け
る
金
銀
比
価
の
変
動
と
盗
る
関
連
を
も
つ
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

　
巨
視
的
視
野
に
立
っ
て
十
世
紀
を
中
心
と
す
る
世
界
史
像
を
追
求
す
る
と
き
、
そ
の
中
間
に
介
在
し
、
東
西
両
世
界
の
い
つ
れ
に
対
し
て
も

少
な
か
ら
ぬ
影
響
力
を
も
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
お
け
る
金
銀
絶
対
蚤
の
増
減
と
金
銀
比
価
の
変
動
が
も
つ
歴
史
的
意
義
を
過
小
評
価
し
得
ぬ

所
以
で
あ
る
。

　
①
　
ω
言
お
し
ヴ
。
一
ぎ
匂
．
．
窯
。
冨
最
嵩
鼻
。
財
貴
一
。
琶
ρ
σ
q
雛
¢
器
α
口
霞
一
。
．
．
讐
日
冨
　
　
　
　
　
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
所
収
）
　
（
未
刊
）
。

　
ω
8
昌
α
ぎ
ρ
＜
す
ロ
目
8
8
ヨ
一
〇
剴
冴
8
螢
図
①
く
一
㊦
葦
く
。
一
。
H
層
緊
同
・
一
魑
ち
㎝
ω
．

　
℃
や
誌
－
卜
。
ω
■

②
諺
菖
賢
．
縫
H
寓
⊆
骨
ρ
ヨ
日
巴
ま
昌
冒
は
冠
騨
一
十
騨
冨
鼻
8
㊤
．
二
ぽ
げ
甲
7
図
島
巳

　
笥
印
譜
－
蜜
ロ
ξ
ぎ
巴
．
徴
。
｝
■
9
Q
o
＆
o
旧
い
⑦
践
①
P
お
忠
、
＜
o
一
．
H
H
l
。
。
．
℃
や

　
お
電
i
δ
嚇
℃
や
H
鋒
？
悉
’

③
　
拙
稿
「
二
代
商
業
の
一
考
察
－
高
利
貸
付
に
つ
い
て
一
」
（
『
加
賀
博
士
退
官
記

④
　
日
野
録
三
郎
「
麿
代
の
回
結
銭
」
（
『
東
方
学
』
第
三
十
輯
、
昭
和
四
十
年
）
参
照
。

⑤
　
拙
稿
「
北
宋
晴
代
に
お
け
る
回
乾
商
人
の
東
漸
」
（
『
星
博
士
退
宮
記
念
中
国
史

　
論
集
』
昭
和
五
十
三
年
）
九
六
－
九
七
頁
。

⑥
　
山
回
布
定
『
五
代
目
初
の
通
貨
問
題
』
、
星
野
書
店
、
昭
和
十
八
年
。
一
一
三
五

　
一
二
三
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
（
東
北
大
学
文
学
部
教
授
　
傭
台
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The　Relative　Values　between　Gold　and　Silver　ttnder

the　Later　Abbasid　Caliphate，　907－98e　A．　D．

by

Kelshiro　Sato

　　We　may　conclude　from　several　statements　of　“Kitab　Ta’rikh－e

Qomm”，　Miskawayh’s　“Kitab　Tajarib　al－Umam”　and　other　islamic

sources　about　the　relative　values　of　go1d　and　silver　under　the　Caliph

al－Muqtad1r　（907－932）　in　the　tenth　century　as　follows：

　　1）　the　dinar　was　reckoned　as　15　dirhams．

2）　the　gold－silver　ratio　was　13g：　1．

　3）　the　dinar　of　pure　gold　bullion　having　the　standard　weight　（one

　　　mithqal）　was　equivalent　to　17　dlrhams．

It　was　caused　by　scanty　supp1y　of　legal　coins　by　the　government　alld

hoard　of　standard　coins　by　powerful　peopie　that　the　clvii　demand　for

necessary　amounts　of　coins　was　not　filled　and　a　great　quantlty　of　de－

based　coins　was　thus　prevailing，　so　that　it　was　lnevitable　to　we1gh　and

assay　broke1王co圭ns，　grains　and　ingots　of　precious　meta正and　to　calculate

in　terms　of　pure　gold　dinar　both　in　public　and　private　accounts．

The　Antique　Maps　o麦the　Castle　Town　Kanazawa金沢

by

Kazuhiko　Yamori

　　In　the　fields　of　antique　maps　of　the　Edo　era，　studies　on　ehe・manu－

script　maps　of　the　castle　tewns　have　been　rather　neglected，　compared

with　those　of　the　printed　maps．　There　may　be　two　ways　to　treat　the

antique　maps　of　the　castle　towns．　One　is　to　classify　them　by　compar－

ison，　and　the　other　is　to　inquire　various　maps　of　an　individual　town

historicaliy，　the　way　the　author　adopts　in　this　article．　He　takes　Kana－

zawa，　the　castle　town　of　the　largest　han藩．　Among　many　antique

maps　of　that　towlユ，　the　splendid　map　presented　to　the　bakorfu．幕府in
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